
 

 

藤生環第 169 号  

令和７年７月 30日  

 

静岡県知事 鈴木 康友 様 

 

 

藤枝市長 北村 正平  

 

 

静岡県環境影響評価条例に基づく事後調査報告書に対する意見について（回答） 

 

 

 令和７年６月 30 日付け環生第 93 号により照会がありました標記の件について、静岡

県環境影響評価条例第 36 条第６項の規定による環境の保全の見地からの意見を、下記

のとおり提出します。 

 

記 

 

【藤枝市長の意見】 

引き続き事業地及び周辺の環境の保全に留意し、適切に環境保全措置を実施しなが

ら工事を進めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 藤枝市生活環境課 

環境保全係  

電 話 054-643-3681 

ＦＡＸ  054-631-9083 

E-mail kankyo@city.fujieda.lg.jp 


